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岐阜県健康福祉部障害福祉課長 

 

 

医療的ケア児者の人工呼吸器に必要となる衛生用品等の優先配布事業について（周知依頼） 

 

このことについて、厚生労働省から別添のとおり事務連絡がありましたので、お知らせ

します。 

 貴事業所の利用者の方で、対象となる医療的ケアを受けておられる方がいらっしゃる

場合は、本事業について周知をお願いいたします。 
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